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株主提案に対する当社取締役会の意見に関するお知らせ 

 

当社は、株主１名（以下「提案株主」といいます。）より平成23年６月29日開催予定の当社第47回

定時株主総会（以下「本定時株主総会」といいます。）における議案について株主提案（以下「本株主提

案」といいます。）を受けておりましたが、本日、当社取締役会において、下記のとおり、本株主提案に

対して反対する旨決議しましたので、お知らせいたします。 

なお、当社取締役であり、提案株主の監査役である丸尾智彦氏は、当社取締役として知った当社取締

役会における内部情報を外部に漏えいするという当社取締役としての守秘義務違反を行っていたことが

明らかとなったため、当社取締役会は、本定時株主総会における議案として、同氏を取締役から解任す

る旨の議案を上程することも決議しましたので、併せてお知らせいたします。 

なお、上記の本株主提案に反対すること及び丸尾智彦氏の解任議案を上程することについては、丸尾

智彦氏を除く全取締役及び監査役の賛同を得ております。 

 

記 
 
１．本株主提案の内容及び理由 

 

(1)本株主提案の内容 

 

・取締役４名解任の件 

以下の取締役を解任する。 

平本一方、長代厚生、伊藤敏夫、岡 均 

 

・取締役４名選任の件 

取締役候補者は以下のとおりである。 

山下元雄、上田繁儀、稲葉威雄、澤田秀雄 

 

（注：以上は提案株主による株主提案書から抜粋したものです。なお、候補者である上田繁儀氏につ

いては、取締役への就任承諾を撤回しており、当社は、同氏から取締役に就任する意思はない旨の書面

を受領しております。） 

 

(2)本株主提案の理由 

 

「貴社の平本取締役会長及び長代代表取締役社長と、両名の意思に追従する取締役2名は、近年の業

績悪化を放置、助長させた元凶であり、かつ、今後も貴社の企業価値の向上に資することはないと判断

せざるを得ません。現在、貴社は危急存亡の時であり、抜本的な経営改革を行わなければ、貴社の取引

先、株主等のステークホルダーに多大な損害を与えることとなります。一方で、当社は、貴社が新経営

陣のもとで抜本的な経営計画を策定、実行することにより、企業価値を向上させることができると考え

ております。当社は、危機的状況にある貴社の経営を抜本的に改革し、企業価値を向上させるため、今



般、平本取締役会長、長代代表取締役社長及び他2名の取締役4名の解任、ならびに経営改革に携わる

取締役4名の選任を提案いたします。」 

 

（注：以上は提案株主による株主提案書から抜粋したものであり、「貴社」とは株式会社廣済堂を、「当

社」とは提案株主を指します。） 

 

２．本株主提案に対する当社の意見 

 

取締役会は本株主提案について反対いたします。 

理由については以下のとおりであります。 

 

(1)当社の取締役会のあり方に関する基本的な考え 

 

当社は、創業60周年を越える事業経歴を持ち、印刷事業を基幹事業とし、その延長事業として新聞印

刷事業、ＩＴソリューション事業、人材関連事業などを幅広く展開しております。また、関連会社にお

いては、一般図書出版事業、教育図書出版事業、ゴルフ場運営事業、葬祭事業など多分野に亘る事業展

開をしております。このような当社及び当社グループの経営に当たる取締役会においては、各事業に精

通した幅広い事業経験とステークホルダーとの間に築かれた永年の深い知見を有した経営陣が必要であ

り、それが当社の企業価値ひいては株主共同の利益の持続的な向上を実現していくために最適と考えて

おります。また、外部の見識を採り入れるために業界経験豊かな社外役員の監督・指導も受けており、

特定株主の利益代表となる取締役が多数を占めることは、望ましくないと考えております。 

 

(2)当社取締役会の経営改革に対する取り組み 

 

平成22年６月開催の定時株主総会で取締役を大幅削減して、新経営体制を構築した後、経営に関する

コミュニケーションは格段に向上し、スピーディーな経営が実現でき、結果、平成22年度は、前年度に

対して連結売上高は減少ながらも、連結営業利益で７億円、連結経常利益で２億円、連結当期純損益に

つきましては14億円の改善が図れました。 

また、当社単体の事業構造の改革に当たっては、構造改革プロジェクトチームを組成し、改革の意思

を明瞭に示した中期経営計画を策定し、昨年12月17日にリリースしております。 

個別の事業分野に関しては、まず、当社の基幹事業である印刷事業については、中期経営計画におい

て、「印刷事業を情報コミュニケーション事業に本格転換する」というパラダイムシフトの方針を掲げ、

具体策として、①印刷とＩＴの組織的統合による、ソリューション提案型営業の強化、②電子書籍ビジ

ネス「ハイブリッド・プリンティングサービス」の拡大、③文教市場、官公庁対応営業の強化などを推

進しています。 

リーマンショックによって市場の大幅縮小に陥った求人情報事業も、業績は持ち直しつつあり、黒字

基調に復調してまいりました。 

また、当社はシステム統合の合理化効果により、３年後には20％の管理費コスト削減も見込んでおり

ます。 

ゴルフ場運営事業に関しても、合理化を図るという方針に何ら変わりはなく、鋭意、経営改善に向け

て進捗しております。 

 

(3)解任指名取締役の管掌業務の推進状況 

 



解任指名の取締役４名の管掌業務としては、取締役会長の平本一方は、当社グループ全体の経営を統

括する代表取締役社長の長代厚生を補佐するとともに、ゴルフ場運営事業の実質的トップとして、すべ

ての責任を担ってこれに当たっています。代表取締役社長の長代厚生は、50年を越える社歴を持ち、当

社の全事業ドメインを熟知し、多くのステークホルダーとの深い関わりを持っており、リーダーシップ

を発揮して、当社の経営危機を脱し「中期経営計画」に謳われた経営改革を強力に推進しています。事

業部門担当専務の伊藤敏夫は、永年の営業経験から顧客との信頼関係を構築しており、印刷事業を情報

コミュニケーション事業に変革していく推進任務を背負い、ＩＴソリューション事業における永年のリ

ソースの蓄積と映像事業や人材事業の付加的要素を総合して、新しい事業体に育て上げていくためにリ

ーダーシップを発揮しております。人事・総務担当常務の岡均は、事業構造を変革するには人事が基本

という認識に立って、人材育成・人材補強策を推し進め、人事制度の確立に成果を挙げています。また、

中期経営計画の重要課題の一つ、管理部門の合理化に関する施策を推し進める役割も背負っています。 

 

(4)本株主提案が承認された場合の企業価値毀損のおそれ 

 

本株主提案によって推薦された４名の取締役候補者につきましては、うち３名が昨年の当社定時株主

総会終結のときをもって退任した方々であり、当社取締役会としては、同人らが当社の企業価値向上に

資する経営能力を有しているものとは考えておりません。残る１名におかれても、さまざまな業歴を経

験されておられる方ではありますが、当社の事業ドメインに対してどのような知見とノウハウを有する

のか定かでないと言わざるを得ません。 

当社取締役会としては、本株主提案は、取締役候補者４名がどのように当社企業価値を向上させるの

か明らかにされていないだけではなく、本株主提案が承認された場合、当社の事業のすべての現場に著

しい混乱を生じさせ、上記のような当社取締役会の経営改革に対する取り組みを阻害し、また、当社の

企業価値の源泉である従業員や顧客、取引先との強固な信頼関係を損なうおそれが否定できないものと

考えます。 

 

(5)結論 

以上により、当社取締役会は、現在の取締役が引き続き経営を行うことが、当社の企業価値ひいては

株主共同の利益の向上につながるものと確信しており、他方で本株主提案は当社取締役会の考えと両立

しない提案であること、本株主提案の候補者の選任が当社の企業価値ひいては株主共同の利益の向上に

つながるという具体的な提示がなく、むしろ当社の企業価値、株主共同の利益を毀損するおそれが否定

できないと判断し、本株主提案に反対いたします。 

 

 

以 上 


